
　

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年４月12日

【会社名】 ナノキャリア株式会社

【英訳名】 NanoCarrier Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO　　中　冨　一　郎

【本店の所在の場所】 千葉県柏市若柴226番地39　中央144街区15

【電話番号】 04-7197-7621

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼社長室長　　松　山　哲　人

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目４番10号

【電話番号】 03-3241-0553

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼社長室長　　松　山　哲　人

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券

(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】 (株式)

その他の者に対する割当　　　　　　　　　 1,209,000,000円

(第16回新株予約権)

その他の者に対する割当　　　　　　　　　　　36,001,955円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額　　 4,669,916,955円

(注)　行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払

込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。ま

た、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合

及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株

予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年４月９日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新株予約権の募集条件、その他新株予約

権発行に関し必要な事項が平成30年４月12日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証

券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

第１　募集要項

４　新規発行新株予約権証券

(1) 募集の条件

(2) 新株予約権の内容等

５　新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

(2) 手取金の使途

第３　第三者割当の場合の特記事項

３　発行条件に関する事項

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　　罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

４ 【新規発行新株予約権証券】

(1) 【募集の条件】

＜訂正前＞

発行数 6,481個

発行価額の総額 36,001,955円
(本届出書提出日現在における見込額であり、発行価額に6,481
を乗じた金額とする。)

発行価格 本新株予約権１個当たり5,555円(本新株予約権の目的である株
式１株当たり5.555円)とするが、本新株予約権に係る最終的な
条件を決定する日として当社取締役会が定める平成30年４月12
日から平成30年４月16日までのいずれかの日(以下「条件決定
日」という。)において、「第３　第三者割当の場合の特記事
項　３　発行条件に関する事項　(1) 発行価格の算定根拠及び
発行条件の合理性に関する考え方　②　本新株予約権」に定め
る方法と同様の方法で算定された結果が5,555円を上回る場合に
は、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。

申込手数料 該当事項なし

申込単位 １個

申込期間 平成30年４月27日から平成30年５月１日までの間のいずれかの
日とする。但し、条件決定日の15日後の日とし、当日が休業日
の場合はその翌営業日とする。

申込証拠金 該当事項なし

申込取扱場所 ナノキャリア株式会社　総務人事部

払込期日 平成30年４月27日から平成30年５月１日までの間のいずれかの
日とする。但し、条件決定日の15日後の日とし、当日が休業日
の場合はその翌営業日とする。

割当日 平成30年４月27日から平成30年５月１日までの間のいずれかの
日とする。但し、条件決定日の15日後の日とし、当日が休業日
の場合はその翌営業日とする。

払込取扱場所 株式会社三井住友銀行　東京中央支店
 

(注) １．ナノキャリア株式会社第16回新株予約権(第三者割当て)(以下「本新株予約権」といいます。)は、平成30年

４月９日(以下「発行決議日」といいます。)開催の当社取締役会決議にて発行を決議しております。

(後略)
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＜訂正後＞

発行数 6,481個

発行価額の総額 36,001,955円

発行価格 本新株予約権１個当たり5,555円(本新株予約権の目的である株
式１株当たり5.555円)

申込手数料 該当事項なし

申込単位 １個

申込期間 平成30年４月27日

申込証拠金 該当事項なし

申込取扱場所 ナノキャリア株式会社　総務人事部

払込期日 平成30年４月27日

割当日 平成30年４月27日

払込取扱場所 株式会社三井住友銀行　東京中央支店
 

(注) １．ナノキャリア株式会社第16回新株予約権(第三者割当て)(以下「本新株予約権」といいます。)は、平成30年

４月９日(以下「発行決議日」といいます。)開催の当社取締役会決議及び平成30年４月12日(以下「条件決

定日」という。)開催の当社取締役会決議にて発行を決議しております。

(後略)
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(2) 【新株予約権の内容等】

＜訂正前＞

当該行使価額修正条項付新株予約
権付社債券等の特質

１　本新株予約権の目的となる株式の総数は6,481,000株、割当株式数(別記
「新株予約権の目的となる株式の数」欄第１項に定義する。)は1,000株で
確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行
使時の払込金額」欄第１項第(2)号に定義する。)が修正されても変化しな
い(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調
整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正
された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

２　行使価額の修正基準：本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使
請求の効力発生日の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所に
おける普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合に
は、その直前の終値)の90％に相当する金額(１円未満の端数を切り上げ
る。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又
は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。

３　行使価額の修正頻度：行使の際に本欄第２項に記載の条件に該当する都
度、修正される。

４　行使価額の下限：本新株予約権の下限行使価額は、条件決定基準株価(別記
「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１項第(2)号に定義する。以下同
じ。)の水準によって、以下のとおり決定される。但し、別記「新株予約権
の行使時の払込金額」欄第３項の規定を準用して調整されることがある。

(1) 条件決定基準株価が741円以上である場合

445円とする。但し、条件決定基準株価の50％に相当する金額の１円未満
の端数を切り上げた金額が445円を上回る場合、下限行使価額は、当該
50％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額とする。

(2) 条件決定基準株価が741円を下回る場合

条件決定基準株価の60％に相当する金額の１円未満の端数を四捨五入し
た金額とする。但し、当該金額が、371円を下回る場合には、下限行使価
額は、371円とする。

５　割当株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は6,481,000株
(平成30年３月19日現在の発行済株式総数に対する割合は14.99％、割当株
式数は1,000株で確定している。)

６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第４項に記載
の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)：
2,440,452,955円(但し、この金額は、本欄第４項に従って決定される下限
行使価額のうち、最も低い金額である371円を基準として計算した金額であ
り、実際の金額は条件決定日に確定する。また、本新株予約権は行使され
ない可能性がある。)

７　本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得
を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得
の事由及び取得の条件」欄を参照)。

 

(中略)
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新株予約権の行使時の払込

金額
１　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額

は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭

の額(以下「行使価額」という。)は、当初、条件決定日の直前取引日の
東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がな
い場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)と同
額とする。

２　行使価額の修正

別記「(2) 新株予約権の内容等(注)」欄第６項第(3)号に定める本新株予約

権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東
京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場
合には、その直前の終値)の90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上
げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行
使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正
日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行
使価額が下限行使価額(以下に定義する。以下同じ。)を下回ることとなる
場合には行使価額は下限行使価額とする。

「下限行使価額」は、条件決定基準株価の水準によって、以下のとおり決
定され、本欄第３項の規定を準用して調整される。

①　条件決定基準株価が741円以上である場合

445円とする。但し、条件決定基準株価の50％に相当する金額の１円未
満の端数を切り上げた金額が445円を上回る場合、下限行使価額は、当
該50％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額とする。

②　条件決定基準株価が741円を下回る場合

条件決定基準株価の60％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げ
た金額とする。但し、当該金額が、371円を下回る場合には、下限行使
価額は、371円とする。

 

(中略)

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価額の総
額

4,838,422,955円（本届出書提出日現在における見込額である。）

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項又は第３項により、行使価額
が修正又は調整された場合には、上記株式の払込金額の総額は増加又は減少す
る。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が
取得した本新株予約権を消却した場合には、上記株式の払込金額の総額は減少
する。

 

(中略)

新株予約権の行使期間 割当日の翌営業日から平成32年５月７日までとする。
 

(後略)
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＜訂正後＞

当該行使価額修正条項付新株予約
権付社債券等の特質

１　本新株予約権の目的となる株式の総数は6,481,000株、割当株式数(別記
「新株予約権の目的となる株式の数」欄第１項に定義する。)は1,000株で
確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行
使時の払込金額」欄第１項第(2)号に定義する。)が修正されても変化しな
い(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調
整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正
された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

２　行使価額の修正基準：本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使
請求の効力発生日の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所に
おける普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合に
は、その直前の終値)の90％に相当する金額(１円未満の端数を切り上げ
る。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又
は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。

３　行使価額の修正頻度：行使の際に本欄第２項に記載の条件に該当する都
度、修正される。

４　行使価額の下限：本新株予約権の下限行使価額は、429円とする。但し、別
記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項の規定を準用して調整され
ることがある。

５　割当株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は6,481,000株
(平成30年３月19日現在の発行済株式総数に対する割合は14.99％、割当株
式数は1,000株で確定している。)

６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第４項に記載
の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)：
2,816,350,955円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

７　本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得
を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得
の事由及び取得の条件」欄を参照)。

 

(中略)

新株予約権の行使時の払込

金額
１　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額

は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭

の額(以下「行使価額」という。)は、当初715円とする。

２　行使価額の修正

別記「(2) 新株予約権の内容等(注)」欄第６項第(3)号に定める本新株予約

権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東
京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場
合には、その直前の終値)の90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上
げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行
使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正
日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行
使価額が429円(以下「下限行使価額」といい、本欄第３項の規定を準用し
て調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とす
る。

 

(中略)

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価額の総
額

4,669,916,955円

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項又は第３項により、行使価額
が修正又は調整された場合には、上記株式の払込金額の総額は増加又は減少す
る。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が
取得した本新株予約権を消却した場合には、上記株式の払込金額の総額は減少
する。

 

(中略)

新株予約権の行使期間 平成30年５月１日から平成32年５月７日までとする。
 

(後略)
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５ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

＜訂正前＞

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

6,047,422,955 16,000,000 6,031,422,955
 

(注) １．払込金額の総額は、下記を合算した金額であります。

　　本株式の払込金額の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,209,000,000円

　　本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使

　　に際して出資される財産の価額の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,838,422,955円

２．本新株予約権の払込金額の総額の算定に用いた金額は、発行決議日の直前取引日の終値等の数値を前提とし

て算定した見込額です。実際の払込金額は、条件決定日に決定されます。

３．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額については、発行決議日の直前取引日の終値を

当初行使価額であると仮定し、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であ

ります。実際の当初行使価額は条件決定日に決定され、また、本新株予約権の行使価額が修正又は調整され

た場合には、上記金額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及

び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少します。

 

＜訂正後＞

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

5,878,916,955 16,000,000 5,862,916,955
 

(注) １．払込金額の総額は、下記を合算した金額であります。

　　本株式の払込金額の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,209,000,000円

　　本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使

　　に際して出資される財産の価額の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,669,916,955円

２．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額については、当初行使価額で全ての本新株予約

権が行使されたと仮定した場合の金額であります。本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合に

は、上記金額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が

取得した本新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少します。

 

(注)２．の全文削除及び３．の番号変更

 

(2) 【手取金の使途】

＜訂正前＞

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期

①　ジーンテクノサイエンス株式取得費用 1,203 平成30年４月

②　開発パイプラインの研究開発費用 4,828 平成30年10月～平成33年９月
 

(後略)

 

＜訂正後＞

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期

①　ジーンテクノサイエンス株式取得費用 1,203 平成30年４月

②　開発パイプラインの研究開発費用 4,659 平成30年10月～平成33年９月
 

(後略)
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

＜訂正前＞

(前略)

②　本新株予約権

当社は、本新株予約権の発行決議日と同日である本日、本資本業務提携について公表しております。仮に本資

本業務提携により株価の上昇が生じる場合には、本新株予約権の発行に直接付随するものではない事由による株

価の上昇を反映せずに本新株予約権の発行条件を決定することで、当該発行条件と本新株予約権の発行時におけ

る実質的な価値との間に乖離が生じるおそれがあります。当社は、かかる公表による株価への影響を織り込んだ

上で本新株予約権の払込金額を決定すべく、発行決議日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点にお

ける本新株予約権の価値をそれぞれ算定し、高い方の金額を基準として本新株予約権の払込金額を決定すること

を想定しております。

上記想定に基づき、当社は、発行決議日時点の本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約権の発行要項

及び割当予定先との間で締結する予定のコミットメント条項付き第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し

た本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(代表者：黒崎知岳、住所：東京都港

区元赤坂一丁目１番８号)(以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権

の発行要項及び割当予定先であるメリルリンチ日本証券との間で締結する予定のコミットメント条項付き第三者

割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基

礎として、評価基準日の市場環境、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、割当先の株式処分コスト、割当予

定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前提(当社が継続的に行使指定を行うこ

と、当社からの通知による取得が行われないこと、割当予定先は当社からの行使指定に応じて市場出来高の一定

割合の範囲内で速やかに権利行使及び売却を実施すること、割当予定先による本新株予約権の行使及び株式の売

却に際して当社がその時点で公募増資等を実施したならば負担するであろうコストと同水準のコストが発生する

こと等を含みます。)を置き本新株予約権の評価を実施しております。

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した発行決議日時点の評価額レンジ(5,482円～5,555円)を参

考として、割当予定先との協議を経て、発行決議日時点の本新株予約権１個の払込金額を、当該レンジの上限額

である金5,555円としました。

なお、当社監査役による本新株予約権の発行に係る有利発行性の判断は、条件決定日において本新株予約権の

払込金額を最終的に決定する際に行いますが、当社監査役全員も、発行決議日における本新株予約権の価値と条

件決定日時点における本新株予約権の価値の高い方の金額を基準として本新株予約権の払込金額を決定するとい

う方法は慎重かつ合理的な方法であり、かかる決定方法に基づき本新株予約権の払込金額を決定するという取締

役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められないと判断しております。
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＜訂正後＞

(前略)

②　本新株予約権

当社は、本新株予約権の発行決議日付で、本資本業務提携について公表しております。仮に本資本業務提携に

より株価の上昇が生じる場合には、本新株予約権の発行に直接付随するものではない事由による株価の上昇を反

映せずに本新株予約権の発行条件を決定することで、当該発行条件と本新株予約権の発行時における実質的な価

値との間に乖離が生じるおそれがあります。当社は、かかる公表による株価への影響を織り込んだ上で本新株予

約権の払込金額を決定すべく、発行決議日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予

約権の価値をそれぞれ算定し、高い方の金額を基準として本新株予約権の払込金額を決定しました。

上記に基づき、当社は、発行決議日時点及び条件決定日時点における本新株予約権の価値を算定するため、本

新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定のコミットメント条項付き第三者割当て契約に定め

られた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(代表者：黒崎

知岳、住所：東京都港区元赤坂一丁目１番８号)(以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。赤坂国際

会計は、両時点の本新株予約権の価値について、本新株予約権の発行要項及び割当予定先であるメリルリンチ日

本証券との間で締結する予定のコミットメント条項付き第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一般的

な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社株式の流

動性、当社の資金調達需要、割当先の株式処分コスト、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動

向等を考慮した一定の前提(当社が継続的に行使指定を行うこと、当社からの通知による取得が行われないこと、

割当予定先は当社からの行使指定に応じて市場出来高の一定割合の範囲内で速やかに権利行使及び売却を実施す

ること、割当予定先による本新株予約権の行使及び株式の売却に際して当社がその時点で公募増資等を実施した

ならば負担するであろうコストと同水準のコストが発生すること等を含みます。)を置き本新株予約権の評価を実

施しております。

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した発行決議日時点の評価額レンジ(5,482円～5,555円)を参

考として、割当予定先との協議を経て、発行決議日時点の本新株予約権１個の払込金額を、当該レンジの上限額

である金5,555円としました。また、株価変動等諸般の事情を考慮の上で本日(平成30年４月12日)を条件決定日と

したところ、本日(条件決定日)時点の評価額レンジは、5,290円～5,361円と算定され、当社はこれを参考とし

て、割当予定先との協議を経て、本日(条件決定日)時点の本新株予約権１個の払込金額を、当該レンジの上限額

である金5,361円と決定しました。その上で、両時点における払込金額を比較し、より既存株主の利益に資する払

込金額となるように、最終的に本新株予約権１個当たりの払込金額を金5,555円と決定しました。

当社監査役全員も、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程度独立していると認め

られること、赤坂国際会計は割当予定先から独立した立場で評価を行っていること、赤坂国際会計による本新株

予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条件等に関して赤坂国際会計から説明又は提出を受けた

データ・資料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断できることに加え、本新株予約権の払込金額は赤

坂国際会計によって算出された評価額の上限額と同額としていることから、割当予定先に特に有利でなく、法令

に違反する重大な事実は認められないと判断しております。
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